
金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律を廃
止する法律案要綱

１　金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律は、廃止する
こととする。

２　この法律は、金融監督委員会設置法の施行の日から施行する。
３　経過措置その他所要の規定を設ける。


